
令和６年２月
川崎市環境局脱炭素戦略推進室

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等
（令和７年度施行分）の改正の考え方
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１ 建築物太陽光発電設備等総合促進事業の考え方
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• 本市では、2050年の脱炭素社会の実現に向けた取組を推進しており、再
生可能エネルギーの導入拡大を進めていく必要があります。

• 本市のような市域のほとんどが市街化されている都市で再生可能エネル
ギーの導入拡大をするには、建築物への太陽光発電設備の設置が最も有効
な手段となります。

• また、これから建てられる建築物は、その多くが2050年まで残るもので
あるため、新築建築物等への太陽光発電設備の導入に向けた施策を強化し、
取り組んでまいります。

• 制度設計にあたっては、近隣都市の制度や制度対象事業者への負担などを
考慮してまいります。

• 太陽光発電設備の設置を一層促進するため、市民・事業者の皆様が、正し
い情報を理解した上で、設備設置の判断がなされるよう、行政としても必
要な情報発信・支援を行ってまいります。



項目 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度〜

特定建築物太陽光発電設備等導入制度

特定建築事業者太陽光発電設備導入制度

２ 条例（令和５年３月改正）について
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○特定建築物太陽光発電設備等導入制度

○特定建築事業者太陽光発電設備導入制度
延べ床面積2,000m2以上の建築物を新増築する建築主への太陽光発電設備等の設置義務

延べ床面積2,000m2未満の新築建築物を年間一定量以上建築・供給する建築事業者への太陽光発電設備設置義務

制度１

建築物太陽光発電設備等総合促進事業の内訳（制度１・２のみ）

制度２



３ 【制度１】特定建築物太陽光発電設備等導入制度について 大規模建築物への制度

制度１ 特定建築物太陽光発電設備等導入制度【条例第25条】（概要）
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● 制度の内容
 大規模建築物（床面積の合計2,000㎡以上）を建築※する特定建築主に対し、太

陽光発電設備等の設置を義務付ける。
※新築、増築又は改築。増築、改築をする場合、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計2,000㎡以上。

 特定建築主は規則に定めた容量（設置基準量）以上の設備を設置しなければなら
ない。

 当該建築物へ設備を設置できない場合、代替措置を講じることができる。
 規則に定めた建築物は制度対象外となる。
 特定建築主は設置計画書を作成・提出する。
 市は特定建築主名その他規則で定めた事項をインターネットにより公表する。



４ 【制度１】規則等に規定する内容について

制度１ 規則等に規定する主な内容

対象設備
■ 太陽光発電設備、太陽熱・地中熱利用設備、バイオマス利用設備、風力発電設備など
■ 原則、当該特定建築物又はその敷地（オンサイト）での太陽光発電設備等の設置とし、多様な設置手

法を幅広く対象

設置基準
■ 設置基準量＝建築面積×設置基準率５％×面積当たり算定量0.15kW/㎡
■ 設置基準量は設備設置が困難な面積を除いた設置可能面積を用いてを求めることも可能
■ 設置基準量には床面積の合計に応じた下限・上限を設定
■ 設置基準量の下限・上限は「工場等」「工場等以外」の用途に分けて設定

代替措置
■ 既存建築物への太陽光発電設備の新設、当該特定建築物及びその敷地以外（オフサイト）での太陽光

発電設備等の設置など
■ オンサイト設置が困難な場合等に限り、再生可能エネルギー電力調達・証書調達を対象
■ 設置した設備のエネルギー利用量と同程度の太陽光発電設備を設置したとみなす

対象建築物
(除外規定)

■ 文化財等の原形を再現する建築物、仮設建築物（資材置き場など）などを対象建築物から除外する
■ 施行日より前に建築確認申請などの手続きが行われた建築物を対象建築物から除外する
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大規模建築物への制度

■ 特定建築主の氏名、名称、建築物の概要等に加え、設備の種類、設置容量、適合状況などを記載した
計画書を、建築確認申請又は計画通知をしようとする日の21日前までに提出

■ 計画書の内容を変更をしたとき、工事が完了したとき、工事を中止したときは届出を提出
計画書等

公表 ■ 公表内容は特定建築主の氏名、名称、建築物の概要等に加え、設備の種類、設置容量、適合状況など

P９

P10〜13

P14

P７〜８

P15〜18

P19



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度
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■ 床面積の合計2,000㎡以上の建築物（ 大規模建築物）の新築、増築又は改築（以下、新築等
という。）をしようとする者（特定建築主）

条例
要旨

１ 制度の対象となる建築物等【条例第25条第1項＊】＊令和7年4月施行（以下、同じ。）

対象者（建築主）

■ 新築等をする建築物が対象
• 大規模修繕、模様替え、現存する建築物は対象外

■ １棟あたり床面積の合計が2,000㎡以上（大規模）の建築物が対象
• 増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積
• 規則で定める場合を除く①

条例
要旨

対象建築物（除外規定）

i. 文化財等の原形を再現する建築物 ※建築物省エネ法第18条２号

ii. 仮設建築物（資材置き場等） ※建築物省エネ法第18条３号 など

規則等
改正の
考え方

①ー１ 規則等で定める除外規定（制度の対象外となる建築物）



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度
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除外規定（経過措置）
①ー２ 規則等で定める除外規定（経過措置）

施行日（令和７年４月１日）より前に建築確認申請、計画通知又は次の手続きが行われ
た建築物は対象外
i. 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例により特定建築物環境計画書

（CASBEE）を提出した場合
ii. 環境影響評価法又は川崎市環境影響評価に関する条例により公告を行った場合
iii. 川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例により

標識を設置した場合
iv. 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例により事前届出書を提出した場

合
v. 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則により開発行為事前審査申請書

を提出した場合
vi. 建築基準法により建築物の容積率等の特例の許可申請を提出した場合

規則等
改正の
考え方



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度

■ 太陽光発電設備その他の再エネ利用設備が対象
• 当該特定建築物又はその敷地（オンサイト）に、太陽光発電設備その他の再エネ利用設備①であって
規則で定める基準②に適合するものを設置しなければならない

２ 制度の対象となる設備【条例第25条第1項】

①、②ー１ 規則等で定めるその他の再エネ利用設備・その基準
その他の再エネ利用設備の種類※1 設置基準量
太陽熱を利用する設備 当該設備による再エネ利用量と同程度の量において太陽光発電設

備の設置とみなす※３

【発電設備】
電力量1,000kWh/年間を太陽光発電設備１kW相当とする

【熱利用設備】
利用量3,600MJ/年間を太陽光発電設備１kW相当とする

地中熱を利用する設備
バイオマスを利用する設備
風力発電設備
その他の再エネ利用設備※2

※1 大気中の熱その他の自然界に存する熱を直接利用するものを除く。
※2 将来の技術革新の動向を踏まえ、必要に応じて追加を検討。
※3 太陽光発電設備と太陽光発電設備以外を併用する場合は、設置量は合算した容量とすることができる。

条例
要旨

規則等
改正の
考え方

9

対象設備

※ 太陽光発電設備による場合、規則で定める基準に適合する定格出力を備えたものとする。



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度

②ー２ 規則等で定める太陽光発電設備の設置基準量

項目 設置基準量
(1)建築面積に
よる算定

• 設置基準量(kW)は設置面積×0.15(kW/㎡)とし、設置面積は建築面積を基本とする

＊増築の場合は増築部分の建築面積。また、0.15kW/㎡より発電効率が高い設備の場合、設置面積より狭い面積で設置基準量以上の設置が可能。

(2)床面積によ
る下限・上限

• 設置基準量は用途及び床面積の合計の区分に応じた下限・上限の範囲内とする

• 用途の区分は「工場等」「工場等以外」で分ける
＊工場等︓建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号）第10条第１号に規定する工場等（以
下、「工場等」という。）の用途に供する特定建築物（例︓工場、自動車車庫、倉庫など）
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規則等
改正の
考え方

＜工場等以外の下限・上限＞ ＜工場等の下限・上限＞

設置基準（設置基準量）



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度

②ー３ 規則等で定める太陽光発電設備の設置可能面積規則等
改正の
考え方

設置基準（設置可能面積）

②ー４ 規則等で定める太陽光発電設備の設置手法規則等
改正の
考え方

設置基準（設置手法）

i. 太陽光発電設備を特定建築主が所有し、特定建築主が利用（自家消費、余剰売電、全
量売電を問わない。）

ii. リース等により、太陽光発電設備を第三者が所有し、特定建築主が利用（自家消費、
余剰売電、全量売電を問わない。）

iii. 屋根貸し等により、太陽光発電設備を第三者が所有し、第三者が利用
※いずれも、当該特定建築物又はその敷地（オンサイト）に太陽光発電設備を設置する 11

設置可能面積は、建築面積から屋上部分の次の面積を除外できる ※根拠図面等を提出する

i. 屋上緑化をしなければならない部分
ii. 屋上の部分のうち、日影の影響がある部分
iii. 緊急離着陸場等のスペース及びこれに類する設備の設置部分
iv. 屋上設置がやむを得ない建築設備の設置部分 ※上部に太陽光パネルを設置することで能力が損なわれる部分

v. 太陽光発電設備のメンテナンス等に必要な部分 など



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度

設置基準量に対する適合状況（例１：設置基準量が建築面積５％で決まる例）
大規模建築物（建築面積1,200㎡うち除外面積300㎡、床面積の合計8,000㎡、工場等以外）を想定します。

■ 建築面積 1,200㎡ （うち除外面積 300㎡）
■ 床面積の合計 8,000㎡ の新築 ⇒特定建築主に該当

＝ 60㎡ × 0.15kW/㎡ ＝ ９kW
床面積の合計8,000㎡（工場等以外）の下限６kW、上限18kW
６kW＜９kW＜18kW ⇒設置基準量９kW

＝ 建築面積1,200㎡ × ５％ ＝ 60㎡
＝ 建築面積1,200㎡ ー 除外面積300㎡ ＝ 900㎡
①と②の小さい方 60㎡＜900㎡ ⇒60㎡

設置基準量(算定値)

①建築面積の５％

実際に設置した容量が10kWとすると、
設置基準量である９kW以上のため基準適合適合状況

②設置可能面積
設置面積

下限・上限P22参照

設置基準量(kW)
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下限 算定値 上限



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度

大規模建築物（建築面積8,000㎡うち除外面積1,000㎡、床面積の合計16,000㎡、工場等）を想定します。
■ 建築面積 8,000㎡ （うち除外面積 1,000㎡）
■ 床面積の合計 16,000㎡ の新築 ⇒特定建築主に該当

＝ 400㎡ × 0.15kW/㎡ ＝ 60kW
床面積の合計16,000㎡（工場等）の下限24kW、上限45kW
24kW＜45kW＜60kW ⇒設置基準量45kW

＝ 建築面積8,000㎡ × ５％ ＝ 400㎡
＝ 建築面積8,000㎡ ー 除外面積1,000㎡ ＝ 7,000㎡
①と②の小さい方 400㎡＜7,000㎡ ⇒400㎡

設置基準量(算定値)

①建築面積の５％

実際に設置した容量が55kWとすると、
設置基準量である45kW以上のため基準適合適合状況

②設置可能面積
設置面積

下限・上限P22参照

設置基準量(kW)
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設置基準量に対する適合状況（例２：設置基準量が上限で決まる例）

下限 上限 算定値



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度

■ 太陽光発電設備等の設置に代わる脱炭素エネルギー源の利用に係る措置
• 規則で定める措置①を講じることができる
• 規則で定める出力の量⇒P９設置基準量参照の太陽光発電設備等を設置したものとみなす

３ 代替措置【条例第25条第２項】

① 規則等で定める代替措置
履行方法 代替措置の概要

発電場所 電力を利用する施設

(1)既存建築物への新設 既存建築物又はその敷地
（市内に限る） ・当該既存建築物又はその敷地

(2) 特定建築物及びその敷地以外（オフ

サイト）への設置 特定建築物及びその敷地以外 ・当該特定建築物又はその敷地

(3)条例第19条第1項に規定する開発
事業の場合、区域内への設置

特定開発事業に係る建築物又は
その区域（市内に限る）

・当該特定開発事業に係る建築物又
はその区域（当該特定建築物又はその敷地を含む）

(4)市長が別に定める措置 再エネ電力調達・証書調達等 ＊設置可能面積が狭小、又は技術的な事由によりオ
ンサイト設置が困難である場合等に限り、再生可能エネルギー電力調達・証書調達を対象

※(2) は、発電に伴う電気（環境価値が付属している場合に限る。）又は当該電気に係る環境価値を供給するために新たに設置するものを基本とする。
※(1)(3) については、熱利用設備の設置も代替措置とすることができる。

条例
要旨

規則等
改正の
考え方
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代替措置



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度
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① 規則等で定める計画書の提出方法
項目 提出方法

添付図書 • 計画書の提出は、計画書提出書に次の図書を添付する

提出時期 • 建築確認申請又は計画通知をしようとする日の21日前まで

添付図書 記載概要等
①特定建築物太陽光発電設備等設置計画書（計画書） 特定建築主の氏名等、建築物等の概要、適合状況など

②（仮称）取組評価書 設置基準量の算定に関する事項、適合状況など

③図面等 設置可能面積等を示した図面など

④その他市長が別に定める書類 例）再生可能エネルギー調達計画書（再エネ調達の場合）
オンサイト設置が困難な事由、再エネ割合など

■ 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書（以下、計画書という。）を提出する
• 規則で定める①ところにより計画書を作成し、市長に提出する

４ 計画書【条例第25条第４項】

条例
要旨

規則等
改正の
考え方

計画書（提出方法）

※計画書提出書の様式は規則等に定める。①②は市が作成した様式又は同等の内容が記載された任意の様式とする。



代替措置に関する記載事項
• 設備等の種類、利用可能な再生可能エネルギー等の量、代替措置に係る事項 など
そのほか計画書（又はその添付図書）に記載する事項
• 設置基準量の根拠、設置容量、適合状況 など

４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度
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② 規則等で定める計画書の記載事項

計画書（記載事項）
■ 計画書には次の事項を記載する

i. 特定建築主の氏名（名称）、住所（所在地）、法人の場合は代表者の氏名
ii. 特定建築物の名称、所在地
iii. 特定建築物の概要
iv. 太陽光発電設備等の種類
v. 太陽光発電設備等により利用することが可能な再生可能エネルギーの量
vi. 代替措置を講じる場合は、当該措置に関し規則で定める事項②

vii. そのほか規則で定める事項②

条例
要旨

規則等
改正の
考え方



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度
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■ 計画書の記載事項に変更があった場合、変更届を提出する
• 工事が完了するまでの間、規則で定める軽微な変更①を除き、変更する場合は規則で定める②

ところにより、変更届を市長に提出する

５ 変更届【条例第25条第５項及び６項】

① 規則等で定める軽微な変更

軽微な変更・変更届

設置容量に変更が生じない場合で、かつ主たる用途を変更しない場合 など

② 規則等で定める変更届

i. 特定建築主等の氏名等の変更の場合、変更後30日以内に、所定の様式により、変
更届を市長に提出する

ii. 特定建築物の概要、設備の種類、設置量等の変更の場合、変更に係る工事着手の
15日前までに、変更する事項を反映した計画書（その添付図書を含む）を添えて、
所定の様式により、変更届を市長に提出する

条例
要旨

規則等
改正の
考え方



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度

18

■ 工事完了時、又は工事中止の場合は届け出る
• 工事が完了したとき、又は中止したときは、市長に速やかにその旨を届け出る

５ 完了届等【条例第25条第７項】

① 規則等で定める完了届

完了届・中止届

工事完了後30日以内に、実施結果を添えて、所定の様式により、完了届を市長に提出
する

② 規則等で定める中止届

中止したときは速やかに、所定の様式により、中止届を市長に提出する

条例
要旨

規則等
改正の
考え方



４ 【制度１】規則等に規定する内容について 大規模建築物への制度
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■ 計画書が提出されたとき、又は変更等の届出がされたときは、市はインターネット等により速
やかに次の事項を公表する

• 計画書を提出した特定建築主の氏名又は名称その他の規則で定める事項①

６ 公表【条例第25条第８項】

公表事項

① 規則等で定める公表事項

計画書を提出した特定建築主の氏名又は名称のほか、次の事項を公表する
i. 計画書の内容 ※計画書の記載事項はP28参照

ii. 変更届等の内容 ※計画書の内容に関わる事項

iii. 手続きの進捗状況
iv. その他市長が定める事項

条例
要旨

規則等
改正の
考え方



５ 【制度２】特定建築事業者太陽光発電設備導入制度について

● 制度の内容
 特定建築事業者※に対し、太陽光発電設備の設置を義務付ける。

※中小規模特定建築物（床面積の合計2,000㎡未満）を市内に年間一定量以上新築する大手ハウスメーカー等

 特定建築事業者は規則に定めた容量（設置基準量）以上の設備を設置しなければ
ならない。

 太陽光発電設備を設置できない場合は、代替措置を講じることができる。
 規則に定めた建築物は制度対象外とする。
 特定建築事業者は設置報告書を作成・提出する。
 対象以外の建築事業者は、任意で報告書を作成・提出することができる。
 市は建築事業者名その他規則に定めた事項をインターネットにより公表する。

中小規模建築物への制度

制度２ 特定建築事業者太陽光発電設備導入制度【条例第26条】（概要）

20



制度２ 規則等に規定する主な内容
６ 【制度２】規則等に規定する内容について 中小規模建築物への制度

対象事業者

■ 太陽熱・地中熱利用設備の設置のほか、既存建築物への太陽光発電設備の新設など
■ 代替措置は設置した設備のエネルギー利用量と同程度の太陽光発電設備を設置したとみなす

設置基準量

代替措置

■ 設置基準量＝設置可能棟数×算定基準率70% ×棟当たり基準量２kW/棟
■ 設置可能棟数は、建築面積が20㎡未満、北面屋根を除いた屋根の水平投影面積が20㎡未満の建築物

等を年間供給棟数から除外して算定

■ 中小規模特定建築物を１年間に市内において床面積の合計で5,000㎡以上を新築する特定建築事業者
（特定建築事業者は施工者とし法人単位とする）

対象建築物
(除外規定)

■ 床面積の合計が10㎡以下の建築物、居室を有しない等の建築物、文化財等の原形を再現する建築物、
仮設建築物などを対象建築物から除外する

報告

■ 特定建築事業者（施工者）は、各年度内に確認済証が交付された対象建築物について翌年度９月末日
までに報告する

■ 報告書には、特定建築事業者の氏名、名称、床面積の合計、出力の量の状況等に加え、設置基準量、
適合状況などを記載する

■ 特定建築事業者以外の建築事業者でも報告書を提出することができる

21

■ 公表内容は建築事業者の氏名、名称に加え、適合状況、達成率など
■ 制度開始当初は試行実施とする公表

P22

P23〜25

P26〜28

P22

P29〜32

P33



６ 【制度２】規則等に規定する内容について

■ 対象となるのは中小規模特定建築物を一定量以上新築する建築事業者（特定建築事業者）
• 中小規模特定建築物とは自ら工事を行う床面積の合計2,000㎡未満の建築物
• 1年間に市内に新築する中小規模特定建築物の床面積の合計が規則で定める値①以上の特定

建築事業者が対象

条例
要旨

１ 制度の対象となる事業者等【条例第26条第1項】

１年間に中小規模特定建築物を市内に床面積の合計で5,000㎡以上新築する事業者を対象
１年間に市内に新築する中小規模特定建築物とは、各年度に確認済証が交付された建築物
次の建築物は中小規模特定建築物から除く（除外規定）

i. 床面積の合計が10㎡以下の建築物
ii. 居室なし又は高い開放性を有する建築物（自動車車庫等） ※建築物省エネ法第18条１号

iii. 文化財等の原形を再現する建築物 ※建築物省エネ法第18条２号

iv. 仮設建築物（材料置き場等） ※建築物省エネ法第18条３号 など

規則等
改正の
考え方

① 規則等で定める値（制度対象者となる年間供給量（㎡））

対象事業者・対象建築物

中小規模建築物への制度

22



６ 【制度２】規則等に規定する内容について

23

■ 特定建築事業者は当該中小規模特定建築物又はその敷地に太陽発電設備を設置する
• 規則で定める量（設置基準量）①以上の太陽光発電設備を設置しなければならない

条例
要旨

２ 設置基準量【条例第26条第1項】

算定基準率は７０％、棟当たり基準量は２kW/棟とする
建築物１棟ごとではなく、建築事業者単位で、各年度における設置基準量を設定する

①ー１ 規則等で定める量（太陽光発電設備の設置基準量）

設置基準量（設置基準量）

中小規模建築物への制度

＜設置基準量の算定式＞

設置基準量
（kW）

設置可能棟数 算定基準率 棟当たり基準量
（棟） (％） （kW/棟）

規則等
改正の
考え方



６ 【制度２】規則等に規定する内容について

24

建築面積が20㎡未満、南面等屋根の水平投影面積が20㎡未満の建築物等は、年間供給
棟数から除外することができる 年間供給棟数︓施工者として１年間に市内に新築する中小規模特定建築物の棟数

①ー２ 規則等で定める量（設置可能棟数）

設置基準量（設置可能棟数）

中小規模建築物への制度

設置可能棟数 年間供給棟数 算定から除外する建築物

算定から除外することができる建築物
・建築面積が20㎡未満の建築物

・南面等屋根の水平投影面積の合計が20㎡未満の建築物等

規則等
改正の
考え方

※南面等屋根︓水平屋根又は南を含む東から西までに面する屋根をいう。
※南面等屋根の水平投影面積20㎡未満により棟数除外する場合は根拠図面を提出する

＜設置可能棟数の算定式＞

南向き屋根北向き屋根

この場合、南面等屋根面積は南
向き屋根部分の水平投影面積

＜南面等屋根の例＞

北 南



市内における当該年度の供給棟数が50棟（床面積の合計5,100㎡）うち除外棟数10棟である事業者を想定します。

■年間供給棟数 50棟（床面積の合計5,100㎡） ⇒特定建築事業者に該当
■設置可能棟数 40棟（年間供給棟数より除外棟数10棟を除いた棟数）

＝ 40棟 × 70% × ２kW/棟 ＝ 56kW
＜例＞

６kWを 4棟に設置 ⇒ 24kW 合計15棟
４kWを 5棟に設置 ⇒ 20kW 合計56kW       
２kWを 6棟に設置 ⇒ 12kW ※他の25棟は設置なし

25

設置基準量

６ 【制度２】規則等に規定する内容について

設置基準量に対する設置容量と適合状況（例）

中小規模建築物への制度

実際に
設置した容量

実際に設置した容量が56kWとすると、
設置基準量である56kW以上のため基準適合適合状況

設置可能棟数



６ 【制度２】規則等に規定する内容について
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■ 太陽光発電設備の設置に代わる脱炭素エネルギー源の利用を促進するための措置
• 規則で定める措置①を講じることができる
• 規則で定める出力の量②の太陽光発電設備を設置したものとみなす

条例
要旨

３ 代替措置【条例第26条第2項】

太陽熱、地中熱利用は１棟あたり太陽光発電設備２kWを設置したものとみなす
２kW以上の熱利用量があると認められる場合は、当該熱利用量に相当する太陽光発電
設備を設置したものとみなすことができる

①ー１、②ー１ 規則等で定める代替措置（太陽光発電設備以外）・出力の量

代替措置（太陽光発電設備以外）

中小規模建築物への制度

太陽光発電設備の代替措置となる
設備の種類

履行概要

太陽熱を利用する設備 • 設備の設置場所は当該中小規模特定建築物又はその敷地内
• 熱量換算による導入地中熱を利用する設備

その他脱炭素エネ利用設備 • 個別に太陽光発電相当量を算出

規則等
改正の
考え方

※太陽光発電設備と太陽光発電設備以外を併用する場合は、設置量は合算した容量とすることができる。



住宅用の太陽熱利用設備を設置する場合を想定します。

６ 【制度２】規則等に規定する内容について 中小規模建築物への制度

熱利用量から太陽光発電設備相当量への換算 9,399MJ/年÷3,600MJ/年≒2.6
太陽光発電設備2.6kWを設置したものとみなす

27
設置量

【一般社団法人ソーラーシステム振興協会HP】
太陽熱利用システム導入効果の目安

※太陽熱利用量は、実際に設置する設備により異なる
ため、根拠資料等を提出する。

熱利用量から太陽光発電設備相当量への換算方法
熱利用量3,600MJ/年を太陽光発電設備１kW相当とする

規則等
改正の
考え方

太陽熱システムの種類 大きさ例 太陽熱利用量※

ソーラーシステム ６㎡（300L） 9,399MJ／年

熱利用設備の熱量（エネルギー）換算方法

計算例（太陽熱利用設備の場合）

太陽光発電設備による年間発電量（建築設備設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修より）

太陽光発電設備１kWあたり 約1,000kWh/年の発電量
熱エネルギーの単位（MJ）に変換 1,000kWh/年＝3,600MJ/年 【１kWh＝3.6MJ】



６ 【制度２】規則等に規定する内容について
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• 当該中小規模特定建築物以外の建築物に太陽光発電設備等を設置することができる
• この場合の設置量は、当該中小規模特定建築物に設置した場合と同等とみなす

①ー２ 、②ー２ 規則等で定める代替措置（当該中小規模特定建築物以外）・出力の量

代替措置（当該中小規模特定建築物以外）

中小規模建築物への制度

履行方法
代替措置の概要

設置場所 電力・熱を利用する施設 備考

(1)既存建築物への新設 既存建築物又はその敷地
（市内に限る） ・当該既存建築物又はその敷地

当該年度に設
備を新設する
場合に限る(2)条例第19条第1項に規定する開

発事業の場合、区域内への設置
特定開発事業に係る建築
物又はその区域
（市内に限る）

・当該特定開発事業に係る建築物又は
その区域（当該特定建築物又はその敷地を含む）

(3)その他 市長が認めるもの
※(1)(2)の設置者は、特定建築事業者のほか、第三者も対象とする

規則等
改正の
考え方



６ 【制度２】規則等に規定する内容について
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条例
要旨

４ 報告【条例第26条第4項】

① 規則等で定める報告書の提出方法等

報告書（提出方法等）

中小規模建築物への制度

規則等
改正の
考え方

■ 特定建築事業者は中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書（以下、報告書という。）を
提出する

• 規則で定める①ところにより報告書を作成し、市長に提出する

項目 提出方法等
添付図書 • 特定建築事業者（施工者）は、報告書提出書に次の図書を添付する

提出時期 • 各年度内に確認済証が交付された対象建築物は、翌年度９月末日までに報告する
図書の保管 • 特定建築事業者は一定期間、報告書を保管する

添付図書 記載概要等

①中小規模特定建築物太陽光発電設備設
置報告書（報告書）

特定建築事業者の名称等、床面積の合計、設置基準量に対す
る出力の量の状況（達成率）、代替措置に関する事項など

②（仮称）中小規模取組評価書 設置基準量の算定根拠、適合状況など

③図面等 例）南面等屋根面積の根拠図面（棟数除外する場合）

④その他市長が必要と認める書類 例）代替措置に関する書類など

※報告書提出書の様式は規則等に定める。①②は市が作成した様式又は同等の内容が記載された任意の様式とする。



６ 【制度２】規則等に規定する内容について

条例
要旨

報告書（記載事項）
中小規模建築物への制度

■ 報告書には次の事項を記載する
i. 特定建築事業者の氏名（名称）、住所（所在地）、法人の場合は代表者の氏名
ii. 市内において新たに新築しようとした中小規模特定建築物の床面積の合計
iii. 設置基準量に対する中小規模特定建築物に設置する太陽光発電設備の出力の量の状況
iv. 代替措置を講じる場合は、当該措置に関し規則で定める事項②

v. そのほか規則で定める事項③

②代替措置に関する記載事項
 設備等の種類及び出力の量、当該中小規模特定建築物及びその敷地以外（オフサイト）等に

設置する場合はその建築物の名称、所在地など

②③ 規則等で定める報告書の記載事項規則等
改正の
考え方

③そのほか報告書（又はその添付図書）に記載する事項
 市内において新たに新築しようとした中小規模特定建築物の棟数の合計、適合状況、

設置基準量及びその算定根拠、設置可能棟数の根拠など 30

（達成率）
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報告時期（制度開始当初の例）

中小規模建築物への制度

 市から報告依頼を毎年４〜７月頃に行い、特定建築事業者は９月末までに報告。

2025(R7)年度 2026(R8)年度
４月 ４月 ７月頃 ９月末日

中小規模特定建築物の供給

報告期限

工事等

市

建
築
事
業
者

＊施行日（令和７年４月１日）より前に建築確認申請又は計画通知が行われた建築物は対象外

報告依頼

R8年度報告

Ｒ８年度報告の対象事業者（想定）への周知

R7年度内に交付された確認済証での計画に基づきR8年度に報告

公表

R７年度内に確認済証＊が交付された中小規模特定建築物
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■ 特定建築事業者以外の建築事業者でも報告書を提出することができる
• 規則に定めるところ①により、報告書を提出することができる。

条例
要旨

特定建築事業者同様、各年度内に確認済証が交付された建築物について、所定の様式に
より、翌年度９月末日までに報告を行うことができる
報告内容は特定建築事業者と同様とする

① 規則等で定める任意報告

任意報告

中小規模建築物への制度

報告書提出者 基準(義務)適合の必
要性

適合状況の公表

特定建築事業者 特定建築事業者
（年間供給5,000㎡以上） 必要 公表

建築事業者
（任意報告者）

特定建築事業者以外の希望す
る建築事業者
（年間供給5,000㎡未満）

必要としない
公表

（基準適合は必要としないが、
適合状況も含め公表）

＜特定建築事業者と任意報告者の扱い＞

規則等
改正の
考え方

５ 任意報告【条例第26条第5項】



６ 【制度２】規則等に規定する内容について

33

■ 報告書が提出されたときは、市はインターネット等により速やかに次の事項を公表する
• 特定建築事業者の氏名又は名称その他の規則で定める事項①を公表する

条例
要旨

６ 公表【条例第26条第7項】

報告書を提出した建築事業者の氏名又は名称のほか、次の事項を公表する
i. 建築事業者の主たる事業所の所在地、法人の代表者の氏名
ii. 設置基準量に対する、設置した太陽光発電設備等の出力の量※の状況（達成率）
iii. 適合状況等
制度開始当初は試行実施とする（令和７年度分の公表事項はⅰのみとするなど）

① 規則等で定める公表事項

公表事項

中小規模建築物への制度

規則等
改正の
考え方

※代替措置を講じた場合の出力の量を含む。


